
福島県の除染対策について 

平成24年2月19日 
 

福島県生活環境部除染対策課 
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放射性物質汚染対処特措法 

８月26日 議員立法により成立 
８月30日 公布・一部施行 

基本方針の閣議決定 

汚染状況重点調査地域の指定 

平成24年１月１日 本格施行 

除染に関する緊急実施基本方針 
＋ 市町村による除染実施ガイドライン 

８月26日 原子力災害対策本部決定 

９月９日 東日本大震災復旧・復興予備
費約2,200億円の確保 

福島県 
除染実施に向けた各
種取組 
①財政支援 
②技術的支援 
③人的支援 

市町村等計画 
策定 

市町村等によ
る除染開始 

地域指定の要件、処理の基準等の 
政省令制定 

市町村等の除染実施計画策定 

市町村等による本格除染の実施 
順次移行 

原子力災害対策特別措置法の下での取組 

除染実施に向けた枠組み 
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 福島県における除染の仕組み 
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除染推進に向けた支援の枠組み 

１．事業者等の育成の加速化 

２．技術的支援の強化 

３．住民理解の促進 
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１．事業者等の育成の加速化 

○除染業務講習会の開催 
 ・日程等：H23年10月～ 
   県内5方部で15回開催予定 
  

 ・対象者：除染業務従事者 
   約3,600人 
 
○放射線・除染講習会の開催 
 ・日程等：H24年1月～ 
   県内7方部で30回開催予定 
  

 ・対象者：地域で放射線測定や  
   除染活動を実施する団体の 
   リーダー等  
   約3,000人 
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日本原子力学会 

日本原子力研究 
開発機構（JAEA） 

「 除染情報プラザ」 

 
○ 除染計画の策定 
○ 面的除染の実施 
○ 仮置場の確保 

 
○ 局所的除染の実施 
○ 地域対話集会の開催 

町 内 会 等 市 町 村 

 
○ 面的除染の実施 

除 染 事 業 者 

           県民、地域住民 

○ 除 染 技 術 
○ 除染資機材等 

○専門ボランティア 
   300名登録予定 
  

○一般ボランティア 
   1,000名登録予定 

連携 

連携 

連携 契約 

情報提供・発信機能 人材派遣機能 

 
 
 
 

除染情報プラザの設置 
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情
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供 
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２．技術的支援の強化① 

○受付時間 平日9:30～16:00 
○電話番号  ℡024-573-7437 
○E-mail    josen-plaza@env.go.jp 
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２．技術的支援の強化② 

線量低減化対策に係る手引き 

○通学路などの身近な生活空間において放射性物質による汚染の除去のため 
 の活動を行う際に必要な事項を定めた手引きを作成（平成２３年７月１５日） 
  

○地域住民の受ける放射線量を低減させるため、一般住宅の除染について追 
 加した手引き（第２版）を作成（平成２３年１０月３１日） 
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２．技術的支援の強化③ 

除染業務に係る技術指針 

 各除染現場において活用できるよう具体的
に除染作業の順序や方法・管理基準を示した
「除染業務に係る技術指針」を作成。 
（平成２４年１月３１日） 
【内容】 

①本格除染で主となる除染作業に対して、作
業手順・除染方法・留意事項を定め、図解・写
真等を掲載し、初めて除染業務に携わる担当
者が理解しやすいよう努めた。 

②除染業務に従事する労働者の放射線障害
防止対策を記載した。 

③管理基準を設定した（出来形管理、品質管
理、放射線管理、写真管理）。 
  



１ 事業の概要 
  国が示した「市町村による除染実施ガ 
 イドライン」に示されている除染方法を 
 用いて、家屋、道路、農地、森林等を含 
 む一定の区域を面的に除染することに 
 より、効果的な除染方法と面的な除染 
 による放射線量低減の効果を検証する。 
  また、検証結果に基づき、今後、市町 
 村が実施する大規模な面的除染を進め 
 る際の手引書等を作成する。 
 
２ 実施場所及び面積 
  福島市大波地区 約１０ｈａ 
 
３ 事業期間 
  平成２３年１１月～平成２４年２月 
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２．技術的支援の強化④ 

面的除染モデル事業 



１ 事業の概要 
  優良な除染技術を公募し、県が除染 
 実施前及び実施後の放射線量等を測 
 定し、技術の評価を実施することなど 
 により、除染の効果的・効率的な方法 
 を普及させ、県内各地における除染 
 活動を促進させる。 
  

２ 対象とする除染技術 
 ①屋根、壁面等の除染技術      ６件 
 ②土壌（農地を除く）の減容化技術 １０件  
 ③その他の技術              ４件 
  

３ 今後の予定     
 ①実地試験の実施  
    平成２３年１２月～平成２４年２月 
 ②実地試験効果の公表   
    平成２４年３月頃 
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２．技術的支援の強化⑤ 

除染技術実証事業 



３．住民理解の促進 

 県民の皆さんが抱いている放射線の影響
や除染に関する不安や疑問を解消し、安全・
安心を醸成する。 
  

○安全・安心フォーラムの開催 
 ・日程等： 
  第1回 H23.11.27（日） パルセいいざか 
  第2回 H24.1.29（日） 郡山女子大学            
  第3回 H24.2.12（日） ロイヤルホテル丸屋 
  第4回 H24.2.19（日） いわき明星大学 

 ・対象者：一般県民 約1,700人 
 
○地域対話集会の開催支援 
 ・日程等：H23年10月～ 
   町内会等単位での集会に専門家を 
   派遣 
 ・対象者：一般県民 
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除染なくして復興なし  
福島に生まれて、福島に育って、福島で働いて、 
福島で結婚して、福島で子供を産んで、福島で子供を育てて、 
福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最後を過ごす。 
それが私の夢なのです。 
 

 第35回全国高等学校総合文化祭開会式「ふくしまからのメッセージ」より 
 

 
 
 
 

一刻も早くふくしまの「ほんとうの空」を取り戻すため、 
わたしたちは、これからも挑戦を続けていく覚悟です。 
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